
１　計画策定の趣旨と位置付け

第７期呉市障害福祉計画及び第３期呉市障害児福祉計画の策定について

第５次呉市長期総合計画

整合

第５次呉市障害者基本計画（計画期間：令和３～８年度）

第７期呉市障害福祉計画 （計画期間：令和６～８年度）

第３期呉市障害児福祉計画（計画期間：令和６～８年度）

呉市は令和３年３月に呉市障害者基本計画，呉市障害福祉計画及び呉市障害児福祉計画を一体的に策定しました。

そのうち，第６期呉市障害福祉計画及び第２期呉市障害児福祉計画は，令和５年度で計画期間が満了するため，令

和６年度からの新たな計画を策定するものです。

(1) 趣旨

◇ 呉市障害福祉計画 ： 障害福祉サービスの提供体制の確保等業務の円滑な実施に関する計画

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項）

◇ 呉市障害児福祉計画 ： 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保等の円滑な実施に関する計画

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項）

(3) 位置付け

(2) 期間

◯ 第４次健康くれ２１
（健康増進計画・食育推進計画）（策定中）

◯ 呉市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（策定中）

◯ 第２期呉市子ども・子育て支援事業計画（令和２～６年度）

【関連計画】

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

 第５次呉市障害者基本計画

 第６期呉市障害福祉計画
 第２期呉市障害児福祉計画

 第７期呉市障害福祉計画
 第３期呉市障害児福祉計画

計画期間：令和３～５年度

計画期間：令和３～８年度

計画期間：令和６～８年度

呉市地域福祉計画（令和４～８年度）

令和５年８月 民生委員会行政報告資料

福 祉 保 健 部
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２　障害福祉計画及び障害児福祉計画の考え方等

(2) 呉市障害福祉計画及び呉市障害児福祉計画策定に当たっての基本指針

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
（平成２９年厚生労働省告示第１１６号／最終改正 令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第１号）

【基本的理念】

ア 障害者等の自己決定を尊重し意思決定の支援に配慮しながら，障害者等が必要とする支援を受けつつ,その自立と社会参加の実現を図る。

イ 障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とする。また，障害種別や難病によらない一元的

な支援を地域で受けることができるようサービスを実施するとともに，情報提供等により活用を促す。

ウ 入所等から地域生活への移行，地域生活の継続した支援，就労支援などの課題に対応したサービス提供体制を整え，障害者等の生活を地

域全体で支えるシステムを実現するため，地域生活支援拠点の機能強化等，地域の社会的資源を最大限に活用し，提供体制の整備を進める。
エ 地域のあらゆる住民が，地域，暮らし，生きがいをともに創り，高め合うことができる地域共生社会の実現に向け，包括的な支援体制の

構築を推進する。

オ 質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに，各関係機関が連携を図り，切れ目のない一貫した支援体制の

構築を図る。

(1) 呉市障害福祉計画及び呉市障害児福祉計画で定める事項

カ 将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供していくために必要な体制の確保及びそれを担う人材の確保・定着を図るため，研修

の実施，多職種間連携の推進，積極的な周知・広報及びＩＣＴ等の導入による業務の効率化などに取り組む。

キ 文化・芸術活動や健康づくり，スポーツ等を含め，地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指し，障害者の個性

や能力の発揮，社会参加及び障害特性に配慮した情報の取得利用・意思疎通支援の促進を図る。

(3) 主な重点検討事項

ア 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標

イ 各年度の障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の見込量及び見込量を確保するための方策

ウ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 など

ア 福祉施設の入所者の地域生活への移行

・施設入所者の地域生活移行に係る課題把握及び意思決定支援

イ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

・圏域での関係機関の協議の場を活用した地域生活移行の推進

ウ 地域生活支援の充実

・強度行動障害を有する者への支援体制の充実

エ 福祉施設から一般就労への移行等

・就労選択支援事業（新設）の利用促進

オ 障害児支援の提供体制の整備等

・障害児の地域社会への参加・包容の推進体制の構築

・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の推進

カ 相談支援体制の充実・強化等

・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービスの開発・改善

・基幹相談支援センターの設置等の検討

キ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

・関係機関と連携した意思決定支援の推進
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３　計画策定の方法

４　スケジュール

(3) その他の策定体制等

ア 呉市市民からの意見募集（パブリックコメント）を実施

イ 呉市保健福祉審議会への諮問，答申を経て策定

(2) 計画の評価と目標等の設定

(1) 現状の分析と課題把握
ア 障害者数の推移

障害種別ごとに障害者数の推移と年齢構成を分析

イ アンケート調査の実施

障害福祉サービス等の利用状況，利用意向のほか，地域の課題，必要なサービス等の把握・分析をするため，ニーズ調査を実施

【アンケート調査の対象者】（手帳所持者等のうち任意抽出した約２,５００名を対象に調査票を郵送配布・回収 ７月実施）

・ 身体障害者 １,３００名 ・ 知的障害者 ４００名 ・ 精神障害者 ４００名 ・ 児童（１８歳未満） ４００名

ウ 各種団体等からの意見聴取

・当事者，家族及び支援者の声を聞くための座談会を開催

・関係行政機関，呉市の関係部局及び呉市自立支援協議会から意見聴取

ア 目標の評価と新たな目標・取組の設定

・第６期呉市障害福祉計画及び第２期呉市障害児福祉計画で定めた成果目標を評価し，現状の課題とそれを踏まえた新たな成果目標を設定

・アンケート調査等を踏まえた，課題解決に向けた取組の検討

イ 障害福祉サービス等の見込量を確保するための方策

各種サービス利用量の推移，課題及びニーズを踏まえ，今後必要となるサービスの見込量を算出し，それを確保していくための取組を設定

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

計画素案策定 計画案策定 完成・公表

保健福祉

審議会諮問
同審議会 障害者福祉専門分科会で審議

自立支援協議会で協議

アンケート実施 パブリックコメント 県意見

議会報告 議会報告 議会報告

同審議会

答申

行政報告 行政報告 行政報告

計画素案作成 計画案作成 作成・公表

呉市保健福祉

審議会諮問

呉市自立支援協議会で協議

令和５年 令和６年

同審議会

答申

県意見パブリックコメントアンケート実施

同審議会 障害者福祉専門分科会で審議
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